
町立湯沢病院（湯沢町保健医療センター） 

550円／食

330円／食
入院期間が90日以内 270円／食
入院期間が90日超（長期該当者） 220円／食

130円／食低所得者Ⅰ・老齢年金福祉受給者（住民税非課税世帯）

区分 標準負担額

一般所得者（住民税課税世帯）

指定難病患者等

低所得者Ⅱ

（住民税非課税世帯）

     厚生労働大臣の定める掲示事項  （令和８年６月１日現在） 

【当院は保険医療機関です。（医療機関コード：５８１．１６６．７）】 

 

１ 入院基本料について  

   当院では、厚生労働大臣が定める基準による地域包括ケア病棟入院料１の届出を行っております。 

３階一般病棟では１日に５人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しております。尚、時間帯ごとの配置は次の通りで

す。 

・ 午前８：３０～午後５:００まで看護職員１人当たりの受け持ち患者様は２１人以内です。  

・ 午後４：３０～午前９:００まで看護職員１人当たりの受け持ち患者様は１１人以内です。 

また、１日に３人以上の看護要員（看護補助者）が勤務しております。 

 

２ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、 
意思決定支援及び身体的拘束最小化について 

 

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、７日以内に文書によりお渡し

しております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体

的拘束最小化について基準を満たしております。 

３ 当院では、関東信越厚生局長に下記の届出を行っております。 

  １）入院時食事療養費に係る食事療養について  

入院時食事療養（Ⅰ）を算定すべき食事療養の基準に係る 

届出を行っております。  

当院は、入院時食事療養に関する特別管理による食事の提供を 

行っており、療養のための食事は管理栄養士の管理の下に、 

適時（朝食は８時、昼食は１２時、夕食は１８時）適温にて 

提供しております。また「食堂加算」も基準を満たしています。 

２）基本診療料の施設基準等に係る届出                            

       地域包括ケア病棟入院料１（看護職員配置加算、看護補助・患者ケア体制充実加算１）、機能強化加算、電子的診療情報連携

体制整備加算２（外来）、継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準、電子的診療情報連携体制整備加算

１（入院）、入退院支援加算１、感染対策向上加算３（連携強化加算、サーベイランス強化加算）、認知症ケア加算３、 

医療提供機能連携確保加算、協力対象施設入所者入院加算、診療録管理体制加算２、データ提出加算２－ロ 

   ３）特掲診療料の施設基準等に係る届出                              

       がん性疼痛緩和指導管理料、救急外来医学管理料３、救急外来医学管理料の注７に規定する院内トリアージ実施体制加算、

ニコチン依存症管理料、別添 1の「第 14の２」の１の（２）に規定する在宅療養支援病院、往診料の注 10に規定する介護

保険施設等連携往診加算、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注

2 に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注 2 に規定する遠隔モニタリング加

算、検体検査管理加算（Ⅰ）、遠隔画像診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影、脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）、運動器

リハビリテーション料（Ⅱ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）、胃瘻造設術、胃瘻造設時嚥下機能評価加算、外来・在宅

ベースアップ評価料（Ⅰ）、入院ベースアップ評価料１８３ 

 
４ 当院では、患者様の希望によりその使用料、利用回数に応じた実費の負担をお願いして 

おります。別掲示（保険外負担金表）をご確認ください。 
 

５ 当院の個人情報保護方針、取り扱いは院内別掲示（個人情報保護）をご覧ください。 
 
６ 当院は「かかりつけ医」としての取組みを行なっています。取組みのついては別掲示等をご覧くだ

さい。 
 
７ 当院では後発医薬品の使用を積極的に取り組んでおります。 
 


